
 

令和６年７月１０日 

 

報道関係者 各位 

 

市川市 危機管理室長 佐久間 剛 

 

 

災害発生時等における支援に関する協定締結について 
 

 

市内で大規模災害が発生した場合に、放置車両や立ち往生した車両を速やかに移

動し、本市が管理する道路等の迅速な啓開作業を行うこと等を目的に、下記のとお

り災害時支援協定を締結いたします。 

 

 

記 

 

 

１．締 結 日  令和６年７月１６日（火）１１：３０～１１：５０ 

 

 ２．場   所  市川市役所 第１庁舎４階 秘書課 応接室 

           

３．協定締結先  エートス協同組合 

         理事長 宮本 明岳 

         埼玉県さいたま市大宮区高鼻町２丁目１番地１号  

 

４．主な協定内容 

 (1)災害対策基本法第７６条の６第３項に基づく、災害応急対策の実施に支障が 

   ある車両の移動 

 

(2)車両の移動を行った際の記録の作成 

   

 

 

 

【問い合わせ】       

危機管理室 地域防災課   

課長 高橋 一三      

☎０４７－７０４－００６５ 

 


